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「平成29年度電波の利用状況調査」の概要

（１）目 的： 技術の進歩に応じた電波の最適な利用を実現するため、原則３年を周期として電
波の 利用状況を調査、電波の有効利用の程度を評価。この評価結果を踏まえ、周
波数割当 計画の作成・改正等を実施。

（２）根拠条文： 電波法第26条の２

（３）調査対象： 平成29年3月1日現在において、 714MHz以下の周波数を利用する無線局
（参考） 平成28年度：714MHzを超え3.4GHz以下の周波数の電波を利用する無線局、平成27年度：3.4GHz超の周波数の電波を利用する無線局

（４）調査対象： 無線局数 沖縄 約３．３千局 、 全国 約４３６．２万局
※複数の電波利用システムに属している無線局は、当該複数分をカウントしているため、実際の無線局数より多い。

免許人数 沖縄 約１．１万者 、 全国 約１７０．４万者
※複数の電波利用システムを利用している免許人は、当該複数分をカウントしているため、実際の免許人数より多い。
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（５） 調査事項： 免許人数、無線局数、通信量、具体的な使用実態、電波有効利用技術の導入予定、
他の電気通信手段への代替可能性 等

（６） 調査方法： 全国11の総合通信局（沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。）の管轄ごとに、
次の調査を実施

① 総合無線局管理ファイルを活用して、免許人数・無線局数等の集計・分析
② 免許人に対して、無線局の使用実態や電波の有効利用技術の導入予定等を質問し その回答を集計・分析

（７） 変 更 点：電波利用システム毎の電波の利用状況を把握するため、当該システム毎の無線局数
と して計上した。

また、免許人数についても同様の考え方で計上した。（714MHz以下の周波数帯につ
いては、平成26年度調査までは、同一周波数区分では複数の電波利用システムに属し
ていても１局として計上）














